
 

 

リサーチアシスタント（RA）経費等の適正な支出の促進について 

 

「競争的研究費における RA 経費等の適正な支出の促進について」（令和３年

３月 26日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）に基づき、本

事業において、研究の遂行に必要な博士課程学生を RA 等として雇用する場合に

は、下記に従い手続等を行ってください。 

 

１. 申請に係る手続 

 研究機関は、次の留意点を踏まえ、応募要領別紙５「提案書様式」「５－２ 令

和５年度経費積算見積書」に金額を記載し、その他応募書類とともに e-Rad に

て提出する。 

 

２. 留意点 

・  「科学技術・イノベーション基本計画」（令和３年３月 26日閣議決定）で

は、博士後期課程学生が受給する生活費相当額は、年間 180 万円以上として

いる。さらに、優秀な博士後期課程学生に対して経済的不安を感じることな

く研究に専念できるよう、研究奨励金を支給する特別研究員（DC）並みの年

間 240万円程度の受給者を大幅に拡充する等としている。 

・  「ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドライン」（令和２年 12月

３日科学技術・学術審議会人材委員会）では、研究プロジェクトの遂行のた

めに博士後期課程学生を雇用する場合の処遇について、「競争的研究費等で

雇用される特任助教等の平均的な給与の額等を勘案すると、2,000 円から

2,500円程度の時間給の支払いが標準的となるものと考えられる。」と示して

いる。 

・  具体的な支給額、支給期間等については、研究機関にて判断すること。な

お、上記の水準以上又は水準以下での支給を制限するものではない。 

・  学生を RA 等として雇用する際には、過度な労働時間とならないよう配慮

するとともに、博士課程学生自身の研究・学習時間とのバランスを考慮する

こと。 
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